
Ⅶ 行財政計画
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議会運営事業
（担当：議会事務局 局長：比嘉 勝治）

○議会運営事業 ８，４６７万円

１．議会の権限とは

町議会は地方自治法などの法律によって多くの権限が与えられており、町政の重要な事柄を

審議・決定する大切な役目を持っています。主なものは次のとおりです。

①議決

議会に与えられた権限の中で最も重要なもので、

・条例の制定・改廃 ・予算の決定 ・決算の認定

・一定金額以上の契約の締結など

町政の重要な事柄に関しては、全て町議会の議決が必要です。

②調査と検査

町の仕事が、町議会の決定に従って適正に行われているかどうかを調査、検査します。

③意見書、決議

町民の福祉の向上や利益につながることについて、国、県、関係省庁などに意見書を提出し

たり、国政や社会問題などについて、議会の意思を明らかにするために決議を行ったりします。

④その他の権限

議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、町長が副町長、教育委員、監査委員など

を選任する場合の同意権、町民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。

２．議会運営に係る主な経費

①議員報酬 ４，６１８万円

・議 長：３０．０万円（月額） ・副議長：２５．０万円（月額）

・委員長：２４．２万円（月額） ・その他議員:２３．３万円（月額）

②議員期末手当 １，４１８万円

報酬額に１０％を乗じた得た額を加算した額に１００分の３３５を乗じた額（年間）

③議員共済会給付負担金等 １，６５４万円

④旅費（費用弁償） ３１７万円

効率的で健全な行財政運営
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⑤需用費 １４万円

消耗品費 １４万円

⑥負担金、補助及び交付金 ４２７万円

政務活動費交付金 ９６万円

その他負担金 ３３１万円

⑦その他 １９万円

▲議会議場での採決

▲現場調査（予算の執行状況を現場を見て確認します）

◎政務活動費とは◎

政務活動費は、地方自治法第１００条第１４項～第１６項に

規定され、「南風原町議会政務活動費の交付に関する条例」

に基づいて、町議会の議員が行う調査研究その他の活動の

ために必要な経費の一部として交付されます。

◎政務活動費の交付について◎

『南風原町議会政務活動費の交付に関する条例』及び『南風原町議会政務活動費の

交付に関する規程』により、請求のあった議員に対して、月額０．５万円（年額６万円）を

毎年４月と１０月にそれぞれ半年分を一括して交付します。

※平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間、月額１５，０００円を５，０００円として

います。

議員は交付された政務活動費を調査研究その他の活動に使い、年度が終わると議長

に収支報告書を提出し、報告することとしています。

また交付額を全て使わなかった場合は、残額を返還しなければなりません。
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企画事務事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：與那嶺 秀勝）

○企画事務事業 ２，４５８万円

１．南部広域市町村圏事務組合負担金 １６７万円（総務費）

２，０２３万円（南斎場建設事業負担金）

南部広域市町村圏事務組合（一部事務組合）

南部広域市町村圏事務組合では、市町村の枠組みを超えた行政サービスの維持向上と効率

的な事務事業の推進・展開を図るため、構成市町村に替わって共同でする事務を行っていま

す。

※構成市町村

（５市） 糸満市、浦添市、豊見城市、那覇市、南城市

（４町） 南風原町、八重瀬町、与那原町、久米島町

（６村） 粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、南大東村、北大東村

【主な事業】

①「南斎場」の管理運営

火葬需要への対応と公衆衛生上の重要な都市施設として適切に維持管理されます。

②ふるさと市町村圏基金事業

１）地域づくり推進事業：NAHAマラソン

の共催による連携

２）芸術文化推進事業：日露交歓コンサ

ート２０１９沖縄公演の開催

３）青少年健全育成事業：南部地区少年

野球交流大会

４）情報発信事業：ホームページ「まるごと

なんぶ沖縄」

▲平成２９年に南風原町で開催された日露交歓コンサー

トの様子（今年は南風原町で開催予定）

２．その他経費 ２６８万円

企画事務を運営するための使用料や各関係団体への負担金も支払っています。

【内 訳】

島尻地域振興開発協議会負担金 １６万円

南部広域行政組合事務局運営費 １９０万円

その他経費（システム使用料等） ６２万円
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電子計算事務事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：與那嶺 秀勝）

○電子計算事務事業 ３，６７４万円

本町では、財務会計システムや文書管理システムなど業務の多くをコンピュータによる管理・運

営により、事務の効率化及びコスト削減を図ると伴に、個人情報の漏洩や不正使用などの対策を

強化し情報セキュリティの確保と個人情報保護に努めます。

１．業務システム（事務処理部門）の管理・運営 ３，６７４万円

各業務システムを安定して管理・運営するための保守委託及びシステム・機器等の使用料、

セキュリティ対策に係るライセンス費用や負担金などを予算計上しています。

主な経費

電算個別業務処理委託料等 １，２８２万円

仮想サーバー使用料等料 １，７２６万円

沖縄県セキュリティクラウド負担金 １５４万円

その他（消耗品・修繕料・備品購入費） ５１２万円

共用端末

基幹系事務事業（マイナンバー制度関係等）
（担当：総務部 企画財政課 課長：與那嶺 秀勝）

○基幹系事務事業 ７，１１０万円

住民票の発行や国民健康保険の保険証の交付など多くの事務が電算システムにより行わてい

ます。電算システムを利用することにより、より早く正確に業務を進めております。

１．基幹システム（住民サービス系システム）の充実 ７，１１０万円

事務の効率化や住民サービスの向上を図るため、住民票などを発行する為の住民情報シス

テムや税金・収納管理システム、福祉・健康管理システムなどの電算システムの運用費用や

社会保障・税番号制度にかかる負担金などの費用を予算計上しています。

主な経費

住民情報システム委託料等 １，２７１万円

住民情報システム使用料等 ５，１３１万円

番号制度関係負担金 ５３１万円

その他（特別旅費、印刷製本費、負担金） １７７万円 コンビニ交付試験
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ふるさと納税推進事業
（担当：総務部 企画財政課 課長：與那嶺 秀勝）

○ふるさと納税推進事業 ３，０２６万円

南風原町へ寄附していただいた町外在住者に対して町の特産品を返礼品として贈呈します。

ふるさと納税制度を活用し、南風原町、事業所が一体となり、南風原町のPRや地域活性化を目

指して取り組みます。

■主な経費

ふるさと納税業務委託料 ２，６６５万円

その他経費 ３６１万円

▲ふるさと納税による返礼品の一部（南風原花織名刺入れ）

ふるさと納税とは？

今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意志で、いくらか

でも納税できる制度があっても良いのではないか、という問題提起から始まり生まれた

制度です。

ふるさと納税という名称ですが、実際には自治体への寄附となっており、自己負担額

２，０００円を除いた金額が税金の控除対象となります。

住基・印鑑登録・外国人登録事務事業
（担当：総務部 住民環境課 課長：宮城 広子）

○住基・印鑑登録・旅券事務事業 １，８１１万円

１．住民基本台帳・印鑑登録に関する事務

住民の皆様が町内外へ引越した時、又は婚姻届、離婚届、出生届、死亡届など、役場へ届出

をした場合に、住民基本台帳の記録更新を行い、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された

住民票を編成します。住民基本台帳は住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。又、

住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに国民健康保険、後期

高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認、児童手当の受給資格の確認、学齢

簿の作成、生活保護及び予防接種に関する事務、印鑑登録に関する事務処理のため等に利用さ

れます。
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平成２３年７月から本町、豊見城市、南城市、与那原町、八重瀬町の５市町間で住民票謄抄本

や戸籍謄抄本、印鑑証明書が受け取れる広域行政窓口サービス事業を行っており、更に平成２５

年４月からは旅券（パスポート）の受付申請・交付も行っており住民の利便性が向上しております。

また、住民環境課では新規又は車検の切れている自動車を車検場に移動させる際、公道を臨

時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度、自動車臨時運行許可業務（仮ナンバー）

も行っております。

主な経費 窓口対応嘱託職員報酬 ６７２万円

コンビニ交付事務委託料 ７５万円

コンビニ交付事務運営負担金 ７０万円

その他の経費 ９９４万円

★自動交付機またはコンビニのコピー機を利用して各種証明書の発行が可能です。

マイナンバーカード又は住基カードを利用し、南風原町役場設置の自動交付機を利用すること

で、土日祝祭日及び時間外も証明書の発行が可能です。また、平成２５年９月から全国のコンビニ

での証明書発行が可能となり、月平均に４００件以上の利用があります。利用時間も（６：３０～２３：

００）と自動交付機よりも長くなっており、住民の利便性が更に向上しております。

また、電子証明書を取得すると、e-Taxの申告等が自宅からインターネットを使ってできるように

なります。

証明書 利用時間 設置場所

自動交付機 住民票、印鑑証明書 ７：００～ 南風原町役場

所得証明書、所得課税証明書 ２２：００

コンビニ 戸籍全部事項証明書 ６：３０～ 全国のファミリーマート、

戸籍附票 ２３：００ ローソン等のコンビニ
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■■■ 印鑑登録証をマイナンバーカード又は住民基本台帳カードに併用 ■■■

町では平成２２年４月１日から印鑑登録証の新規交付を住民基本台帳カード（住基カード）に併

用させていましたが、マイナンバーカード制度の開始に伴い、住基カードの発行は、平成２７年１２

月３１日で終了となっています。そのため、印鑑登録の新規交付はマイナンバーカードに併用でき

ます。また自動交付機や、コンビニで証明書を交付する場合は現行の手数料３００円から２００円と

なり、よりお得で便利です。 （戸籍事項証明書のみ 手数料４５０円→４００円）

【コンビニで取得した証明書のイメージ】

住民環境課からのお知らせ

１．戸籍の届出時には身分証を持参してください
近年、本人の知らない間に他人が勝手に婚姻届や養子縁組届などを提出する事件が起き

ています。町ではこうした虚偽の届出を防止するために、次の５つの届出について窓口に届
出する全ての人に身分証（官公署発行で写真付きのもの：運転免許証・パスポート等）を提
示していただいています。なお、身分証をお持ちでない人も届出をすることはできますが、本
人と確認ができなかった場合には、郵便で届出があったことを当事者に通知しています。
※身分証の提示が必要な戸籍の届出： 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
※本人の意思に基づかない戸籍の届出がされることを防ぐため、届出を受理しないよう申
し出る制度「不受理申出制度」もあります。
２．住民異動届について
第三者のなりすましによる悪質な届出を未然に防ぐため、写真付き証明書等（マイナンバー
カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等）で本人の確認を行っています。

☆戸籍法及び住民基本台帳法が一部改正されました。
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平成２０年５月１日から「本人確認」が義務になりました。
近年、本人の知らない間に戸籍や住民票等の証明書が不正に取得されたり、虚偽の届出がされるという

事件が全国的に発生していることや個人情報の保護に対する関心が高まったことから、不正請求防止のた

め、窓口に来られた方の本人確認が義務付けられました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

窓口に来られる方へ 「本人確認」にご協力ください！！
★本人であると確認できる証明書

○官公署が発行した顔写真が貼付された証明書など

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、

住民基本台帳カード（顔写真付）、在留カード、身体障害者手帳など

※複数提示をお願いすることがあります。（例えば、国民健康保険証と

国民年金手帳など）

国民健康保険証、健康保険証、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、

共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険 【 マイナンバーカード 】

に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、学生証など

代理人の方へ 「委任状」の提出が必要です。
※代理人は、本人確認書類と請求者の代理人であることを明らかにする書類(委任状）が必要です。

※偽りその他の不正な手段によって戸籍及び住民票等の証明書の交付を受けた者は、

刑罰（３０万円以下の罰金）が科されます。

※印鑑証明書については、これまで同様印鑑登録証の提示のみで交付を受けることができます。

問い合わせ先 住民環境課 ℡８８９－４４１４

町県民税に係る経費
（担当：総務部 税務課 課長：大城 あゆみ）

○町県民税に係る経費 １，７１０万円

町県民税は個人の前年の所得に応じて納める税金であり、市町村では個人の町県民税と法人

の町民税を賦課徴収しています。

公平・公正な課税をおこなうだけでなく、町民の方へわかりやすい説明やスムーズに申告などの

手続きができるよう、窓口等のサービス向上に取り組んでいます。

また、地方税の手続きについては全国的に電子化が進められており、本町においても国税連携

システム及びeLTAX（エルタックス）システムを活用し、事務の効率化を図っています。

主な経費

臨時職員賃金 ４８３万円

納付書等郵送費 ２９９万円

納付書作成委託費 ３２０万円

eLTAXに係る経費 ４９４万円

その他事務経費 １１４万円
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固定資産税に係る経費
（担当：総務部 税務課 課長：大城 あゆみ）

○固定資産税に係る経費 １，８０１万円

固定資産税（土地・建物・償却資産）に対する課税を適正に行うためには、その固定資産の正確

な把握、適正な評価（価格）が基本となります。土地や建物には様々な形態があり、その評価につ

いて納税者へより分かりやすく正確に説明する目的から、町では以下のような業務を行っていま

す。

１．標準宅地の不動産鑑定業務（土地）

適正に土地の固定資産税を課税するため、固定資産の評価の基準となる標準宅地価格の調

査を不動産鑑定士に依頼しています。

２．土地の課税資料修正業務（土地）

土地の用途や、所有者、面積などの登記情報に変更があった場合は、土地のデータ修正を

行い、そのデータを基に地籍図や路線価図等の課税資料を作成し、現地調査や日々の課税業

務に活用しています。

また、課税業務以外にも、工事前の地番の確認、道路の位置、境界の確認等、さまざまな場

面で活用されています。

▲地籍図 ▲路線価図

３．評価見直し業務（土地）

土地の評価は３年毎に見直すこととなっています。そのため、町では３年にまたがり、次回の

評価替えに向けた評価見直し業務を委託しています。また、評価替えに併せて３年に１度、町全

体の航空写真の撮影も委託しており、次回の評価替えが令和３年度となっていることから、評価

替えの基準日である令和２年１月１日に近い時期に撮影を行います。
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４．家屋評価システムＨＯＵＳＡＳ使用料

固定資産（家屋）の適正な把握・管理・評価計算を行うためのシステム使用料です。

５．家屋評価システムHOUSAS保守管理委託料

システムの保守管理を行うことにより、適正な評価計算、検索、集計、住民情報総合システ

ムへの転送及びデータの作成・修正を正常かつ円滑に行います。

６．固定資産税納付書作成及び事務経費

固定資産税の納付書を発行し発送するための経費と

事務用品などの消耗品費です。

主な経費

評価に伴う委託料及びリース料 １，６６７万円

納付書等郵送費 ９６万円

消耗品など事務経費 ３８万円

▲家屋（建物）を把握するため町内を巡回します。

賦課徴収事業
（担当：総務部 税務課 課長：大城 あゆみ）

○賦課徴収事業 １，８１９万円

町税（町民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税・たばこ税）の徴収業務、納税指導や滞納

整理（差押えなど）事務を行い町税の納付又は納入の安定確保を目的とする経費です。職員５名

に納税指導を専門とする嘱託職員３名を配置し、税負担の公平・公正性を保ち、町税の安定確保

の向上に取り組んでいます。

主な経費

納付指導員嘱託員報酬 ６４８万円 郵送費等 ４２６万円

消耗品など事務経費 ８２万円 過年度還付金 ６６３万円
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★Ｐｏｉｎｔチェック！

滞納処分とは・・・？

納税は国民の義務です。税金は、納税者の方が定められた納期限までに自主的に納め

ていただくことになっていますが、その納期限までに税金の納付又は納入がない場合には、

納期内に納められた方との公平に努め、町の租税債権を保全するために、本来の税額に延

滞金を加算して納付いただくことになるほか、やむなく「滞納処分」を行うことがあります。

「滞納処分」とは、税金を滞納している者（個人または法人）の意思に関わりなく、滞納にな

っている税金を強制的に差し押さえ徴収することです。滞納者の財産を差し押さえ換価し、

滞納になっている税金に充て完納させる一連の手続きを言います。

差押えとは・・・？

財産調査で発見された滞納者の財産に対する差し押さえを言います。差し押さえを行っ

た場合、滞納者やその利害関係者（会社・金融機関・生命保険会社・不動産の抵当権者な

ど）に「差押通知書」を送付します。※法律では「督促状を発した日から起算して１０日経過し

た日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」となっています。（国税徴

収法第４７条）

督 促

催 告

滞 納

発 生

財産調査

（捜索）
財産差押え


